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別紙１ 

新築の工事中の建築物に係る管理権原の発生区分について（管理権原者関係） 

 

１ 一括発注方式 

 施主が、建築と設備を一括して建築会社に発注する方式で、設備会社は建築会社の下

請となるため、建築会社が新築の工事中の建築物の管理権原を有すると考えられる。 

 
 
２ コストオン方式 

 施主は、建築会社と設備会社を選定し、それぞれの工事費をとりまとめた上で、建築

会社に設備工事の現場管理のための経費を加えた金額で発注を行う。設備会社は、建築

会社の下請となるため、建築会社が新築工事中の建築物の管理権原を有すると考えられ

る 

施主 

設備会社 

（機械） 

下請 請負契約 

建築会社 

（建築） 

（施主が建築工事と

設備を一括して 

発注） 

請負契約 

設備会社 

（電気） 

工事現場での

管理権原を有

する（管理権原

者） 
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３ 分離発注方式 

 施主が、建築と電気設備、機械設備を別々に発注するため、建築会社、設備会社それ

ぞれが新築の工事中の建築物の管理権原を有すると考えられる（管理について権原が分

かれているもの）。 

 
 

施主 

設備会社 

（機械） 

設備会社 

（電気） 

建築会社 

（建築） 

請負契約 請負契約 請負契約 

建築工事での

管理権原が発

生 
（管理権原者）

機械工事での

管理権原が発

生 
（管理権原者）

電気工事での

管理権原が発

生 
（管理権原者）

施主 

建築会社 

（建築） 

（施主が建築工事と

全体管理を発注）

設備会社 

（電気） 

設備会社 

（機械） 

請負契約 価格の取り決め・情報交換 

請負契約   下請 

工事現場での

管理権原を有

する（管理権原

者） 




